
【重要】長野県「宿泊税」導入のお知らせ≪2026 年 6 月 1 日～≫ 

 

平素より富士通労働組合総合センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

2026 年 6 月 1 日のご宿泊分より、長野県にて「宿泊税」が導入されることとなり、これに伴い、 

長野県宿泊税条例に基づき、宿泊料金とは別に宿泊税を申し受けることとなりました。 

 

お客様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【1】  課税対象 

2026 年 6 月 1 日（月）以降にチェックインされたご宿泊のお客様で、 

宿泊料金（飲食代等を除く）が 6,600 円（税込）以上の場合が課税の対象となります。 

※研修や会議でのご宿泊でも対象となります。 

 

【2】   課税金額 

●2026 年 6 月 1 日～2029 年 5 月 31 日ご宿泊 

お一人様 1 泊につき 税額 200 円 

 

●2029 年 6 月 1 日以降のご宿泊 

お一人様 1 泊につき 税額 300 円 

 

※1 上記の宿泊料とは、1 泊食事ありの料金ではなく、食事代等を含まない、いわゆる素泊まり料金となります。 

※2 6,600 円（税込）未満での宿泊料金（素泊まり、一人あたり）の場合は徴収いたしません。  

 

詳細は長野県公式ホームページをご確認くださいませ。 

長野県宿泊税【長野県公式 HP】https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/syukuhakuzei/zei_gaiyou.html 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/syukuhakuzei/zei_gaiyou.html


 

 

 


